
京都市告示第   号 

 子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第５８条の６第１項の規定による特定子ど

も・子育て支援施設等に係る確認の辞退について、承認しましたので、法第５８条の１１

の規定により、次のとおり告示します。 

  令和８年４月１日 

                            京都市長 松井 孝治   

設置者の名称 施設・事業の種類 施設・事業所の名称 施設・事業所の所在地 辞退年月日 

学校法人 

北野萬松学園 

幼稚園等・預かり保育事業 

（新制度幼稚園へ移行） 
北野幼稚園 

京都市上京区御前通一

条下ル東竪町１３５ 

Ｒ８．４．１ 

学校法人 

聖ドミニコ 

幼稚園 

幼稚園等・預かり保育事業 

（新制度幼稚園へ移行） 
聖ドミニコ学院 

京都幼稚園 

京都市上京区河原町通

今出川下ル東入梶井町

４４８ 

Ｒ８．４．１ 

学校法人 

京都相愛学園 

幼稚園等・預かり保育事業 

（新制度幼稚園へ移行） 
相愛幼稚園 

京都市左京区下鴨東梅

ノ木町１２ 

Ｒ８．４．１ 

学校法人 

マクリン幼稚園 

幼稚園等・預かり保育事業 

（新制度幼稚園へ移行） 
マクリン幼稚園 

京都市左京区下鴨松ノ

木町６４番地の５ 

Ｒ８．４．１ 

学校法人 

洛陽総合学院 

幼稚園等・預かり保育事業 

（新制度幼稚園へ移行） 
洛陽幼稚園 

京都市中京区西ノ京中

御門西町１８－１ 

Ｒ８．４．１ 

学校法人 

佛教教育学園 

幼稚園等・預かり保育事業 

（新制度幼稚園へ移行） 

華頂短期大学 

附属幼稚園 

京都市東山区林下町３

丁目４００－７ 

Ｒ８．４．１ 

学校法人 

泉涌寺学園 

幼稚園等・預かり保育事業 

（新制度幼稚園へ移行） 
泉山幼稚園 

京都市東山区泉涌寺山

内町２１ 

Ｒ８．４．１ 

学校法人 

そのえだ学園 

幼稚園等・預かり保育事業 

（新制度幼稚園へ移行） 
其枝幼稚園 

京都市山科区御陵田山

町３５番地５ 

Ｒ８．４．１ 

学校法人 

佛教教育学園 

幼稚園等・預かり保育事業 

（新制度幼稚園へ移行） 
東山幼稚園 

京都市山科区東野八代

５８－１ 

Ｒ８．４．１ 

学校法人 

グローリー学園 

幼稚園等・預かり保育事業 

（新制度幼稚園へ移行） 
栄光幼稚園 

京都市右京区太秦堀池

町５８番地１ 

Ｒ８．４．１ 

４３



設置者の名称 施設・事業の種類 施設・事業所の名称 施設・事業所の所在地 辞退年月日 

学校法人 

嵯峨学園 

幼稚園等・預かり保育事業 

（新制度幼稚園へ移行） 
嵯峨幼稚園 

京都市右京区嵯峨天龍

寺瀬戸川町２０－１ 

Ｒ８．４．１ 

学校法人 

嵯峨学園 

幼稚園等・預かり保育事業 

（新制度幼稚園へ移行） 
御室幼稚園 

京都市右京区鳴滝瑞穂

町９ 

Ｒ８．４．１ 

学校法人 

洛新精華学園 

幼稚園等・預かり保育事業 

（新制度幼稚園へ移行） 

洛西せいか幼稚園 京都市西京区大枝西新

林町５－３ 

Ｒ８．４．１ 

学校法人 

正憲学園 

幼稚園等・預かり保育事業 

（新制度幼稚園へ移行） 

砂川幼稚園 京都市伏見区深草平田

町３１番地 

Ｒ８．４．１ 

 

 （子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室） 


